
委員長方針 

 

チーム名               

 

氏  名               

 

 

大会要項 
 

 

 

令和６年度 
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大森少年野球連盟役員 

役  名 氏  名 役 名 氏 名 

委 員 長 

 

副委員長 

 

事務局長 

事務局 

事務局 

事務局 

木藤 裕幸 

 

藤田 和夫 

 

佐藤 浩亮 

岩澤 徹 

西田 圭児 

若林 勉 

会計部長 

会計監査 

 

審判部長 

副審判部長 

副審判部長 

審判部理事 

審判部理事 

石山 喜彦 

渡邉 武弘 

 

荒巻 真一郎 

中澤 克介 

野村 裕二 

杉山 栄幸 

板野 元彦 

 

監督会議及び審判部会 

 奇数月の第３土曜日 １８：００ 諏訪神社会館  

１月２７日 ３月１6 日 ５月１８日 

７月２０日 ９月２１日 １１月１６日 

【予 定 が 変 更 さ れ る 時 は 連 絡 し ま す 】 

 

主な行事予定 

日 付 主な行事予定 

１月 ６日 

１月１４日 

１月２７日 

２月１７日 

３月 ３日 

  ３月 ９日 

７月２１日 

７月１５日 

７月２８日 

８月 ３日 

８月 ４日 

１０月２０日 

１１月１０日 

１１月２４日 

１２月 １日 

１２月 ８日 

１２月１５日 

役員会 

６年生送別交流大会 

定期総会 令和５年度リーグ戦・第９０回トーナメント大会抽選会 

令和６年度連盟新年会 

令和６年度リーグ戦・第９１回トーナメント大会総合開会式 審判講習会 

令和６年度リーグ戦、第９１回トーナメント戦開幕 

オール大森活動開始 

第９１回トーナメント抽選会 

オール大森 砂町連盟親善試合（砂町グランド）  予定 

オール大森 砂町連盟親善試合（平和島グランド） 予定 

オール大森 大田区野球まつり          予定 

ティーボール大会（大田区軟連主催）       予定 

野球で遊ぼう IN 大田 

ナガセケンコー杯出場権決定戦（Bトーナメント決勝戦） 

令和６年度リーグ戦・第９１回トーナメント大会総合閉会式 

第２回大田区チャンピオンシップ開催（京急開発㈱様協賛） 

オール大森イベント 予定 
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大森少年野球連盟規約 

第１章 総 則 

第１条 名 称 

本大会は大森少年野球連盟と称する。 

 

第２条 目 的 

野球を通じて地域の児童の健全な肉体と精神を育て、地域の和を広げスポーツ親睦を深めながら

運営する。 

 

第３条 選手登録 

１．大田区内に居住することを原則にする｡ 

２．氏名、在学年、背番号を明確にすること。 

３．監督、コーチは選手と同一のユニフォームを着用すること。 

４．背番号は、監督３０主将１０とする、コーチは２８，２９とする。 

５．選手登録は２８・２９・３０を除く０～９９番以内を使用する。 

 

第２章 事 業 

第４条 試合・大会 

１．少年野球のトーナメント大会の開催。 

２．少年野球の通年リーグ戦を開催。 

３．その他 親睦、交流を目的とした行事を適宜実施する。 

 

第５条 大会規定 

１．大会は本年度公認野球規則、競技者必携（各種注意事項及びアマチュア野球内規）及び大森

少年野球連盟大会要項による。 

２． 大森少年野球連盟公認の特別ローカルルール規定による。 

 

第６条 大会要項 

１．大会使用球として少年はＪ球を２球提出する。打順表には選手名、背番号を明記し、２通を

当該審判に提出する。 

２．トーナメント戦・リーグ戦共に先攻と後攻を試合開始前に対戦する主将がジャンケンで決め

る。 

３．ベンチサイドは組み合わせの若い方を一塁側とする。 

４．試合回数及び試合時間 

（１）試合回数（イニング）は、少年野球Ａ及びＢを６回、少年野球Ｃを５回とする。但し試

合時間が１時間３０分を越えて次回に入らない。 

（２）試合成立回数は､少年野球Ａ及びＢを５回、少年野球Ｃを３回の終了時とする。但し試

合時間を優先する。 
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５．コールドゲーム 

（１）少年野球Ａ及びＢは４回終了時１０点、５回以降７点の得点差がある場合。 

（２）少年野球Ｃは４回終了時以降１０点の得点差がある場合。 

６．タイブレーク 

（１）トーナメント戦 

規定回数又は時間が終了し同点の場合、無死走者一塁・二塁継続打順制で最大 2 イニン

グまで行い、勝敗が決しない場合は抽選で勝敗を決定する。 

（２）リーグ戦 

規定回数又は時間が終了し同点の場合、引き分けとする。 

７．サスペンデッドゲーム 

日没又は降雨により試合続行不可能と審判が判断した場合は以下の処置をとる。 

（１）試合成立回数を過ぎている場合、そこまでの均等回の得点で試合を決する。 

（２）試合成立回数に到達していない場合は、後日再試合とする。 

（３）トーナメント戦で同点にて試合成立回数を過ぎている場合、後日６項の「タイブレー

ク」を適用し試合を決する。なお、投手はサスペンデッドとなった試合での投球数を引

き続いてカウントしない。あくまでも１日７０球制限を適用する。他連盟での球数は考

慮しない。（チーム責任） 

８．優先項目 

（１）勝ち点：勝＝３点 負=０点 引き分け＝１点の各点数とし、点数の合計が多いチーム

を上位とする。 

（２）対 戦：対象チームに勝っているチームを上位とする。 

（３）決定戦：勝ち点、対戦項ともに同位の場合は決定戦を行う。 

９．試合放棄、失格 

（１）予定試合開始時間になっても集合しないチームは棄権､放棄試合とみなす。 

（２） 放棄試合の得点は少年２５対０とする。 

 

第７条 ローカルルール 

１．正規の捕球の後、野手がダッグアウト（コロナ禍対策によるベンチ拡幅エリア含む）または

ボールデッドの箇所に踏み込めば、ボールデッドとし、各走者は野手が踏み込んだときの占

有塁から１個の進塁が許される。野手がボールデッドラインを越えた飛球等を捕らえてもフ

ァール。あくまでも捕球時のボールの位置で判定する。 

２．昭和島小グランド 

（１）打球が土手を直接越えた場合、又は立ち木の枝や葉がなければ土手を直接越えたと審判

員が判断した場合は本塁打とする。 

（２）打球がバウンドして土手の頂点を越えた場合は２塁打とする。 

（３）レフトのライン際の上記判定は土手があるものとして審判員が判定する。 

（４）１塁側ベンチ裏の土留め板および土留め板延長線上（ライト方向）を越えた飛球 

等を捕えてもファールとする。 

３．選手の一部が試合開始時間に間に合わない場合、試合中であってもベンチに入り次第  

 審判及び相手チームに申告すれば当該試合に出場させる事ができる。 
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４．試合中打順表に記載した背番号と選手名が違っていた事が発覚した場合、審判及び相手チー

ムに訂正申告し試合はそのまま続行する。 

５．当連盟は、１人でも多くの選手が野球を楽しめるために、少年大会すべての試合において特

別指名打者（ＥＤＨ）制を採用することとする。 

（１）特別指名打者（ＥＤＨ）制とは、守備を行う９人に加えて１人の攻撃だけ参加するメン

バーを加え、合わせて１０人で攻撃を行う制度で、少年のリーグ戦およびトーナメント

において以下各項のルールに従い採用することができる。 

（２）ＥＤＨ制の採用はチームの自由とするが、採用する場合は打順表交換時に宣告しなけれ

ばならない。 

（３）ＥＤＨ制を採用した場合は、その試合を通して使用することとし、試合途中からの採用

や試合途中での解除はやむをえない場合（人数不足等）を除き認めない。 

（４）ＥＤＨの選手の打順は 1 番から１０番で自由に選ぶことができる。 

（５）ＥＤＨの選手には代打、代走を送ることができる。 

（６）ＥＤＨの選手も途中から守備に入る事ができる。その場合も打順は変わらない。 

（７）ＥＤＨの選手と交代で守備から退いた選手は、そのままＥＤＨとして出場できる。ま

た、控えの選手と交代し、その控えの選手がＥＤＨとなることもできる。いずれの場合

も打順は変わらない。 

（８）一度守備についた選手がＥＤＨとなった場合は、その試合において守備に戻れない。 

６．少年Ｃリーグ戦は、攻撃側が１イニングで打者一巡しても、第３アウトによる攻守交代とな

らなかった場合は、アウトカウントに関係なく攻守交替とする。この場合、攻撃側の監督よ

り９番目（ＥＤＨ適用時は１０番目）の打者である事を球審に申告する。 

７．守備の時間が長い場合（概ね２０分）には、審判員の判断で給水タイムをもうける事ができ

る。ただし、この時間は試合時間に含めない。 

８．試合中において打順表の控えに記載された選手をすべて出場させ、交代できる選手がいない

状態で、出場中の選手に負傷等が発生しプレーが継続できないと審判が判断した場合に限

り、一度交代した選手をもう一度出場させることができる。 

９．環境省発表の熱中症アラートが発令された場合の試合開始について、当該チーム協議の上、

決定するものとする。不可判断の場合は当該試合を中止とする。 

 

第８条 試合進行のスピード化 

１．攻守交代は全力疾走で行うこと。監督が投手のもとに行き来する場合も同様である。 

２．タイムは審判員が宣告したときであり､短時間とする。 

３．試合前のシートノックは行わないこと。（試合開始予定時間前であれば球審判断で可） 

４．投手の準備投球は初回７球以内､次回以降４球以内、投手交代時５球以内とするが、気温や

緊急登板時の状況を考慮し、審判員が適宜判断する。 

５．クロックピッチは採用しないものとする。 

 

第９条 競技者のマナー 

１．選手や審判員に対して､罵声を発したり、聞き苦しい野次を発したりすることは厳禁とす

る。このような事象が発生した場合、当事者に対し、審判員の判断により１回目は注意、２

回目は退場させることができる。 
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２．応援団（者）のマナーについてもチームの責任とし､審判員が監督（３０番）（不在時はコー

チ２８・２９番）に対し、１項を適用する。 

３．抗議権は監督 30 番（不在時は 28 番・29 番）､または当該プレーヤーのみ認める。 

４．監督 30 番（不在時は 28 番・29 番）に限りグランド内の選手に指示をすることができる。 

５．投手が投球動作を開始したら、投手の動揺を誘うような声を発してはならない。 

６．その回の先頭打者は、準備投球が終わるまで次打者席で待機すること。 

７．ベンチと次打者席が接近していること及びマナー向上のため次打者席では素振りをしてはな

らない。 

８．捕手が投球を受けた時に意図的にボールをストライクに見せようとミットを動かす行為を禁

止する。 

９．打者がインコースの投球を避ける動きをしながら当りにいく行為を禁止する。 

１０．選手（野手及び投手含む）及び指導者はサングラスを着用できるが、ミラーレンズは着用を

認めない。また、野手がサングラスを帽子の上に乗せることを認めるが、投手及びベンチ内

の大人は認めない。 

１１．ベンチ内の大人はいかなる状況であっても、選手を委縮させる言動を禁止する。 

 

第１０条 試合中の禁止事項 

１．守備側からのタイムにおける試合停止時に捕手相手の投球練習すること。 

２．ＪＳＢＢ公認外の金属バットの使用すること。 

３．素振りリング､鉄パイプ使用による練習すること。 

４．足を高く上げて野手に向けてのスライディング､及び空タッチをすること。 

５．走者のいる塁で完全ブロックすること。 

６．本塁打を打った選手に対する３～本塁間での握手､列等の諸行為をすること。 

７．捕手のマスクを装着しないでの投球練習。 

８．捕手（球審を含む）のマスクは、ＪＳＢＢ公認およびＳＧマーク付きとする。 

９．準備投球中の捕手は選手が行うことを原則とするが、やむを得ない場合は監督（３０番）ま

たはコーチ（２８・２９番）に限り代理を務めることができる、（試合中ユニフォーム未着

用者はグランド内に立ち入らない） 

 

第３章 会計 

第１１条 経費 
   本会の経費は会費及び任意の寄付をもって支弁し、会計年度は１月１日に始まり１２月３１日ま

でとする。 

 

第１２条 会費 

本会の会費は年額１球団８千円とし、少年野球のリーグ戦参加は１チーム１万円を徴収する。ま

たトーナメントについては、春・秋ともに１大会１チーム３千円とし、年会費を納めずトーナメ

ントのみ参加の場合は１チーム５千円とする。 

第１３条 決 算 

会計年度終了後収支決算を報告し、会員の承認を得なければならない。 
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第４章 役員 

第１４条 本会には下記の役員を置く 

会長１名 大会委員長１名 副委員長若干名 審判部長１名 審判副部長若干名 

会計１名 会計監査１名 事務局若干名 

 

第１５条 任期 

   １年とし、再選を妨げない。 

 

第１６条 選出 

   総会において、会員の推薦と承認で選出する。 

 

第５章 審判 

第１７条 資格 

１．審判員は大森少年野球連盟の主催する講習会を経た者を原則とし、審判部長が任命する。 

２．当日試合のあるチームは２名の審判員を派遣し、四人制審判を基本とする。ただし、チーム

事情によりどうしても２名を派遣することができない場合、チーム担当審判が審判部長に相

談（応援要請）した上で審判部長の判断により、三人制または二人制で試合を行うことがで

きる。 

３．試合の進行に当たっては、常に選手の立場を尊重した審判に勤めること。 

４．他の連盟の審判員を招請することは出来るが、大森少年野球連盟の規約を充分に徹底した上

で審判部長の承認を得ること。 

５．審判部長は、トーナメント準決勝以上及び順位に直結するリーグ戦の審判員を指名する。 

６．５項の試合における審判員は、必ず連盟公式審判服、審判帽子を着用する。その他の試合に

ついても、特別な事情がない限り同様とする。 

 

第６章 会議 

第１８条 開催 

１．監督会議 隔月（奇数月）第３土曜日とする。 

２．審判部会 原則監督会議と同日とする。但し別途開催する事がある。 

３．定期総会 １月の監督会議に合わせて開催する。 

４．臨時総会 会員の過半数の開催要求があった場合に開催する。 

５．その他  委員長が必要と認めた場合に開催する。 
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第７章  表彰 

第１９条 規定 

１．チーム表彰 

（１）トーナメント大会（少年野球Ａ・Ｂ） 

   １位 ２位 各メダル１５個 ３位 盾（２チーム） 

（２）リーグ戦（少年野球Ａ・Ｂ・Ｃ） 

  １位 ２位 ３位 各メダル１５個 

２．個人表彰 大会別､対象チーム 

個人表彰 
トーナメント大会 リーグ戦 

選定者 
Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 

最優秀選手賞 

優秀選手賞 

敢 闘 賞 

パーフェクト賞 

ノーヒットノーラン賞 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

当該チーム監督推薦 

〃 

〃 

担当審判員の確認 

〃 

３．その他の表彰 

     大森少年野球連盟表彰に値すると委員長が認めた事項。 

４．敢闘賞 

２項で選出された個人表彰以外に各チームが推薦する敢闘賞については、原則有料として代

金は各チームの負担とする。 

 

 

○附 則 

 この規約の改廃は総会の決議を得て行う。 

 

 

１９６３年 制定 

1970 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009 の各年改定 

2010 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 の各年改定 

２０２１年 改定 

２０２２年 改定 

２０２２年４月 一部改定 

２０２３年 改定 

２０２３年５月 一部改定 

２０２４年 改定 


